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『公費負担医療等の手引』2023 年１０月版 正誤 (2023.11.1) 

 

頁 訂正箇所 誤 正 

150 表 3 下の

「※3」 

※3 2 割負担の対象者には、月の徴収額を「１割

＋3,000 円」に収める措置が 2025 年 9 月まで

実施される。（➨Ｐ.178） 

※3 2 割負担の対象者には、月の徴収額を「１割

＋3,000 円」に収める措置が 2025 年 9 月まで

実施される。また、その場合の月の負担上限

は 18,000 円又は「6,000 円＋（医療費-30,000

円）×0.1（小数点以下四捨五入）」のいずれ

か低い額となる。（➨Ｐ.178） 

158 上から 

11 行目 

…（入院の医療費は対象外）。 …（入院の医療費は対象外）。1カ月の負担上限は入院

外上限の 18,000 円又は「6,000 円＋（医療費-

30,000円）×0.1（小数点以下四捨五入）」のいず

れか低い額となる。 

178 

 

左段下か

ら 2 行目 
表14の負担限度額を超える世帯 表16の負担限度額を超える世帯 

531 最下段 
新型インフ 

ルエンザ等 

感  染  症 

（3 疾病） 

新型インフルエンザ   …… 

…… 再興型コロナウイルス感染症 

 

新型インフ 

ルエンザ等 

感  染  症 

（4 疾病） 

新型インフルエンザ   …… 

…… 再興型コロナウイルス感染症 

 

545 右段上か

ら 3 行目 
…算定できる。 …算定できる。ただし、公費の対象にならない。 

673 右段下か

ら 17 行目 
…考え方についてはＰ.580～581【参考】を参照。 …考え方についてはＰ.676～677【参考】を参照。 

    

最新の正誤表については、愛知県保険医協会ＨＰ(https://aichi-hkn.jp/publication_category/medical)でも紹介して

いますので、ご確認下さい。 

 

 

 


